建設リサイクル法第10条に基づく届出書（解体工事）の概要情報に関する閲覧請求書

　　年　　月　　日
尼崎市長　あて
請求者

住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk228446972]法人その他の団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号
　　　　　　　（　　　）　　　　―　　　　　　


建設リサイクル法第10条に基づく届出書（解体工事）の概要情報に関する閲覧を下記のとおり請求します。なお、閲覧に際しては次の条件及び禁止事項を遵守することを誓約します。　
　
条件
１．建設リサイクル法第10条に基づく届出書（解体工事）の概要情報に関する閲覧書類を破損したり、汚損したりせず、丁寧に扱うこと。
２．閲覧により得た情報は、閲覧目的以外に用いないこと。
３．閲覧情報を利用して、届出関係者に迷惑行為をしないこと。

禁止事項
１．閲覧書類は，指定の場所以外で閲覧してはならない。
２．閲覧者は必要事項について，メモをとるまたは撮影することはできるが、複写機によるコピーをおこなってはならない。

記

１．閲覧日時　　　　　　　    　年　　　月　　　日　　　午前・午後　　　時

２．閲覧目的　　　　　□調査のため　　　□取材のため（新聞掲載等）　　　　　　　　　　　　　　　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３．閲覧内容　　　　　　　　　　年度　　届出に関する事項
